
１ ５  個別の教育支援計画と 個別の指導計画 

 特別な支援が必要な子ども たちについて、 文部科学省は「 個別の教育支援計画」 と 「 個

別の指導計画」 を作成するこ と を 定めています。  

 

個別の教育支援計画・ 個別の指導計画と は 

 個別の教育支援計画は、 学校生活だけでなく 家庭生活や地域での生活を 含めて、 長期的

で一貫し た支援を 行う ために、 家庭、 医療、 保健、 福祉等の関係機関の取組を 示し た計画

です。 また、「 合理的配慮」 の内容について、 個別の教育支援計画に明記し 引き継ぐ こ と が

求めら れています。  

 個別の指導計画は、 個別の教育支援計画に示さ れた教育的ニーズや支援内容を 踏まえ、

学校生活や各教科等における指導の目標や内容、 配慮事項等を示し た計画です。  

作成・ 活用にあたっ て 

 個別の教育支援計画や個別の指導計画は、 学級担任が作成し ます。 作成に当たっ ては特

別支援教育コ ーディ ネータ ーの助言を 受けると と も に、 校園内委員会で十分に協議を し ま

し ょ う 。 個別の教育支援計画と 個別の指導計画は、 子ども たちへの指導や支援について関

係機関と の連携を 図るためのツールです。 作成するこ と が目的ではなく 、 実行、 評価、 改

善を 繰り 返し て活用し まし ょ う 。 また、 校園長は個人情報の管理を徹底し まし ょ う 。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さ ぽーと ノ ート  

 三木市では平成 2 0 年 3 月より 、「 さ ぽーと ノ ート （ 三木市版）」 を発行し ています。「 さ

ぽーと ノ ート 」 は、 本人や保護者が家庭の状況や成育歴、 乳幼児期、 小学校期、 中学校期、

高校期、成人期にわたっ て継続的に使用でき るよう に一冊のフ ァ イ ル形式になっ ています。 

 また、「 さ ぽーと ノ ート 」 は、 本人や保護者が管理・ 活用するこ と をねら いと し て作成さ

れています。 保護者が「 さ ぽーと ノ ート 」 を活用し ている場合は、「 個別の教育支援計画」

や「 個別の指導計画」 を 作成する際の参考と なり ます。 保護者と の情報交換や情報整理の

ツールと し て「 さ ぽーと ノ ート 」 を紹介し てく ださ い。  

 

活用例１ （ A さ ん 高校生）  

 A さ んはお父さ んの仕事の関係で、 小学校から 何回か転校をし ています。 転校するたび

にお母さ んは、 A さ んの健康状態を診ても ら える病院を探すのに苦労し まし た。 それだけ

でなく 、学校や病院に A さ んの成育歴等を説明し なければなら ず、

かなり 面倒な思いを し ていまし た。 そこ で、 障害福祉課から 「 さ

ぽーと ノ ート 」 を 紹介さ れ、 活用するよう にし まし た。「 さ ぽー

と ノ ート 」 を使う と 、 A さ んの成長に合わせて病院の検査結果や

学校での記録をまと めやすく なり まし た。 今では、 学校や病院、

市役所など A さ んのこ と で出かける場合には必ず「 さ ぽーと ノ ー

ト 」 を 持参し 、必要な書類をフ ァ イ リ ングするよう にし ています。 

 

活用例２ （ B さ ん 小学１ 年生）  

 B さ んは小学校の通常の学級に通っ ています。 B さ んが認定こ ども 園に在籍し ていた頃

に健康増進課の５ 歳児検診を受けまし た。 ５ 歳児検診では特にはっ き り と し た指摘はさ れ

ませんでし たが、相談を継続するなかで発達検査や医師の相談を受けるこ と があり まし た。

お母さ んは、 それら の結果を ５ 歳児検診の際にも ら っ た「 さ ぽーと ノ ート 」 に綴じ ていま

し た。 小学校入学前に、 校長先生や特別支援教育コ ーディ ネータ ーと 相談する機会があり

まし た。 お母さ んは、「 さ ぽーと ノ ート 」 を 使い、 B さ んのこ と を順を追っ て丁寧に伝えま

し た。 今でも お母さ んは、「 さ ぽーと ノ ート 」 に検査の結果や学級担任と 連絡し たこ と を綴

じ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

「 さ ぽーと ノ ート 」 についての問い合わせ先 

  三木市健康福祉部 障害福祉課 

  三木市健康福祉部 健康増進課 

  三木市教育委員会 学校教育課  ☎８ ２ －２ ０ ０ ０ （ 代表）  


